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(54)【発明の名称】 表示装置および表示方法

(57)【要約】
【課題】  光学素子の劣化により輝度のムラが発生し、
表示品位を低下させるケースがある。
【解決手段】  有機ＥＬ駆動回路３０は、ＯＬＥＤに設
定される輝度を取得し保持する輝度積算部５２と、表示
画像をシフトする積算輝度に関する条件およびどのよう
にシフトするかを保持するルックアップテーブル５４
と、シフトするタイミングを保持するシフト条件テーブ
ル５６を備え、また映像調整部３２は、表示画像をシフ
トさせて表示するための処理を行う画像シフト部５０を
含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  光学素子を備える表示装置において、
前記光学素子に設定された輝度情報を蓄積する輝度情報
蓄積部と、
蓄積された輝度情報に基づき、各光学素子の劣化の推定
量が平均化されるよう前記表示装置に表示される表示画
像を変更する表示変更部と、
を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項２】  光学素子を備える表示装置において、
各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう前記表示
装置に表示される表示画像を、その画像の大略を維持し
ながら変更する表示変更部を含むことを特徴とする表示
装置。
【請求項３】  前記表示変更部は、前回の変更を起点と
して前記光学素子の劣化の推定量が所定値に達したとき
再度表示画像を変更することを特徴とする請求項１また
は２に記載の表示装置。
【請求項４】  前記表示変更部は、隣接する画素どうし
の輝度の差を積算した値の絶対値が所定値を超えたとき
前記表示画像を変更することを特徴とする特徴とする請
求項１または２に記載の表示装置。
【請求項５】  前記表示変更部は、偶数と奇数の行また
は列の光学素子の劣化の推定量の差が所定値を超えたと
き前記表示画像を変更することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の表示装置。
【請求項６】  前記表示変更部は、前記表示装置の電源
がオンまたはオフされたとき、その処理の過程において
表示画像を変更することを特徴とする請求項１から５の
いずれかに記載の表示装置。
【請求項７】  前記表示変更部は、前記表示装置に表示
されるアプリケーションが切り替わるとき、その切替え
の過程において前記表示画像を変更することを特徴とす
る請求項１から５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項８】  前記表示装置の表示画面は開閉式であっ
て、
その表示画面の開閉を検知する開閉検知部をさらに含
み、
前記表示変更部は、前記開閉検知部にて表示画面の開閉
が検知された場合、表示画面を変更することを特徴とす
る請求項１から５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項９】  前記表示変更部は、前記表示画像の呈示
位置をシフトすることにより表示画像を変更することを
特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の表示装
置。
【請求項１０】  前記表示変更部は、前記光学素子の劣
化の推定量に応じ各光学素子に設定される信号を調整す
ることを特徴とする請求項１から８のいずれかに記載の
表示装置。
【請求項１１】  前記表示変更部は、前記設定される信
号を調整するときに、前記信号の値に応じて、当該信号
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に与えるべき補正量を決定することを特徴とする請求項
１０に記載の表示装置。
【請求項１２】  前記表示変更部は、前記設定される信
号を調整するときに、周辺の画素の光学素子の劣化の推
定量に基づき、当該信号に与えるべき補正量を決定する
ことを特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装
置。
【請求項１３】  前記表示変更部は、各光学素子の表示
色を切り替えることにより表示画像を変更することを特
徴とする請求項１から８のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１４】  前記表示色の切り替えは、画素を構成
する各色に対応する光学素子の輝度比率を徐々に変化さ
せることによって表示画像を変更することを特徴とする
請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】  実際の表示画像の表示に必要される表
示エリアを前記表示装置において表示可能な有効表示エ
リアより小さく設定し、
前記表示変更部は、前記表示エリアを前記有効表示エリ
ア内でシフトさせることを特徴とする請求項９に記載の
表示装置。
【請求項１６】  光学素子はドットに対応し、画素は複
数の色のドットから構成されており、
前記表示変更部は、ドット単位で前記表示画像をシフト
し、本来１画素を構成する光学素子の組み合わせを変え
ることを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項１７】  前記表示変更部は、前記シフトされる
表示画像が文字列を含んで構成される場合、本来文字同
士が接触した形で表示されることを避けるために設けら
れている余白領域を前記文字列に含まれる任意の文字の
シフト可能範囲とすることを特徴とする請求項９に記載
の表示装置。
【請求項１８】  前記表示変更部は、前記シフトされる
表示画像が文字列を含んで構成される場合、ユーザがそ
の文字列を見る際に前記表示画像を可読性に影響の少な
い方向にシフトすることを特徴とする請求項９に記載の
表示装置。
【請求項１９】  前記表示変更部は、所定期間ユーザか
ら入力がない場合、前記表示画像をスクロールすること
を特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項２０】  前記表示変更部は、所定期間ユーザか
ら入力がない場合、前記表示画像をモザイク処理して表
示することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記
載の表示装置。
【請求項２１】  前記表示変更部は、壁紙として機能す
る背景画像を新たに設定する際に前記光学素子の劣化の
程度に応じて前記壁紙を選択することを特徴とする請求
項１から５のいずれかに記載の表示装置。
【請求項２２】  光学素子を備える表示装置において、
前記光学素子に設定された輝度情報を蓄積する工程と、
蓄積された輝度情報に基づき、各光学素子の劣化の推定
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量が平均化されるよう前記表示装置に表示される表示画
像を変更する工程と、
を含むことを特徴とする表示方法。
【請求項２３】  光学素子を備える表示装置において、
各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう前記表示
装置に表示される表示画像を、それ自身の内容の大略を
残しつつ変更する工程を含むことを特徴とする表示方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は表示装置に関し、特
に表示装置の表示品位を改善する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】ノート型パーソナルコンピュータや携帯
端末の普及が進んでいる。現在、主に液晶ディスプレイ
が、それらの表示装置に使用されており、有機ＥＬ（El
ectroLuminescence）ディスプレイが次世代平面表示パ
ネルとして期待されている。液晶ディスプレイはその視
野角の狭さや、応答速度の遅さが依然として課題として
残っている。一方、有機ＥＬディスプレイは、上述の課
題を克服するとともに、高輝度、高効率が達成できる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、有機ＥＬディ
スプレイは、その特性上光学素子の経時変化すなわち劣
化が避けられず、製造時にはホワイトバランスが調整さ
れていても、継続的な使用によってホワイトバランスが
崩れたり、輝度のムラができたりする。有機ＥＬディス
プレイは、光学素子の劣化が液晶ディスプレイに比べて
顕著であることが知られており、製品の品質面から大き
な問題であることが認識されている。
【０００４】本発明はこうした状況に鑑みなされたもの
であり、その目的は上述の輝度のムラによる表示品位の
低下を改善するものである。また、別の目的は、輝度の
ムラが集中することによる表示画像の焼き付きを防止す
ることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明のある態様は表示
装置に関する。この装置は、光学素子を備える表示装置
において、光学素子に設定された輝度情報を蓄積する輝
度情報蓄積部と、蓄積された輝度情報に基づき、各光学
素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示
される表示画像を変更する表示変更部とを含む。
【０００６】ここで、表示装置とは、表示画面を備える
装置を指し、例えば、携帯電話やＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistants）、パーソナルコンピュータなどが想
定される。例えば、有機ＥＬディスプレイにおいては、
その光学素子である有機発光ダイオード（Organic Ligh
t Emitting Diode：以下単にＯＬＥＤという）は、上述
の通り経時変化により劣化が起き、その原因は通電され
る電流によると考えられている。ＯＬＥＤが発する光の
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輝度は電流に依存するため、ＯＬＥＤに設定される輝度
を積算し保持しておくなど、各ＯＬＥＤに設定される輝
度をモニタすることでＯＬＥＤの劣化が推定可能とな
る。ＯＬＥＤの劣化が平均化されていれば、輝度のムラ
の発生を避けることができる。
【０００７】一般に、携帯電話の表示画面などでは、特
定の位置に特定の文字や画像が表示されていることが多
く、焼き付きの原因にもなる。従って、表示される文字
や画像の呈示位置、輝度、色調などを変更することでＯ
ＬＥＤの劣化の平均化が実現できる。また、ここで平均
化とは、概ね平均的でありユーザが輝度のムラが認識で
きない程度であればよい。
【０００８】またさらに、有機ＥＬディスプレイにおい
てカラー表示をする場合、Ｒ（赤）Ｇ（緑）Ｂ（青）各
色ごとにＯＬＥＤの材料が異なり、その劣化の進行速度
が異なる。それにより、表示装置の使用とともに、例え
ば表示画像が緑がかって表示されるといった症状が現れ
るときもある。従って、ＲＧＢ各色のＯＬＥＤの劣化の
程度を平均化する必要がある。
【０００９】本発明の別の態様も表示装置に関する。こ
の装置は、光学素子を備える表示装置において、各光学
素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置に表示
される表示画像を、その画像の大略を維持しながら変更
する表示変更部を含む。
【００１０】また、表示変更部は、前回の変更を起点と
して光学素子の劣化の推定量が所定値に達したとき再度
表示画像を変更してもよい。例えば、光学素子に設定さ
れた輝度の積算値が所定の値を超えたときに表示画像を
変更し、変更が行われた場合は輝度の積算値を初期化し
てもよい。また、表示変更部は、隣接する画素どうしの
輝度の差を積算した値の絶対値が所定値を超えたとき表
示画像を変更してもよい。
【００１１】つまり、隣り合う画素の輝度の差分をとる
ことで、それら画素の光学素子の劣化の差が推定でき
る。その差分を時間方向に積算することで、積算した期
間における画素の劣化が推定可能となる。
【００１２】さらにまた、表示画面の偶数と奇数の行ま
たは列の光学素子の劣化の推定量の差が所定値を超えた
とき表示画像を変更してもよい。つまり、偶数と奇数の
行または列の光学素子に設定された輝度の積算値を比較
して、その差が所定値を超えたときに表示画像を変更す
る。
【００１３】また、以下の二つの条件のときに表示画像
が変化されてもよい。まず、その時点まで偶数と奇数の
行または列の光学素子に設定された輝度の差分を積算す
る。次に表示しようとしている画像の偶数と奇数の行ま
たは列の光学素子に設定される輝度の差分を積算する。
ここで、それぞれ積算結果を正負で判断して光学素子の
劣化が均一となるように表示画像を変更する。また、そ
の時点まで偶数と奇数の行または列の光学素子に設定さ
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れた輝度を積算する。次に表示しようとしている画像の
偶数と奇数の行または列の光学素子に設定される輝度を
積算する。ここで、それぞれ積算結果を大小で判断して
光学素子の劣化が均一となるように表示画像を変更す
る。これら二つの条件の場合、表示画像を変更する際の
閾値である所定値を保持しておくメモリを回路に設ける
必要がない。
【００１４】また、表示変更部は、表示装置の電源がオ
ンまたはオフされたとき、その処理の過程において表示
画像を変更してもよい。例えば、ユーザが表示装置を見
ていないときに表示画像が変更されることで、ユーザは
その変更を意識することがなくなる。また、表示変更部
は、表示装置に表示されるアプリケーションが切り替わ
るときに、その切替えの過程において表示画像を変更し
てもよい。
【００１５】また、表示装置の表示画面は開閉式であっ
て、その表示画面の開閉を検知する開閉検知部をさらに
含み、表示変更部は、開閉検知部にて表示画面の開閉が
検知された場合、表示画面を変更してもよい。
【００１６】また、表示変更部は、表示画像の呈示位置
をシフトすることにより、表示画像を変更してもよい
し、光学素子の劣化の推定量に応じ各光学素子に設定さ
れる信号を調整してもよい。例えば上述のように光学素
子に設定された輝度を積算しておくことで、光学素子の
劣化の程度を推定し、例えば、劣化が大きいと推定され
る光学素子には、劣化の推定量に基づき輝度のムラが発
生しないように光学素子に設定する輝度を調整する。
【００１７】また、表示変更部は、設定される信号を調
整するときに、信号の値に応じて、当該信号に与えるべ
き補正量を決定してもよい。例えば、光学素子に低輝度
が設定される場合と高輝度が設定される場合に、同じ補
正量が信号に与えられると、低輝度が設定されるときに
表示画像に与える影響が大きくなる可能性がある。従っ
て、低輝度が設定される場合は、信号に与えられる補正
量を減らす処理を行う。
【００１８】また、表示変更部は、設定される信号を調
整するときに、周辺の画素の光学素子の劣化の推定量に
基づき、当該信号に与えるべき補正量を決定してもよ
い。
【００１９】また、表示変更部は、各光学素子の表示色
を切り替えることにより表示画像を変更してもよいし、
さらに所定の周期で表示色を変換してもよい。上述のよ
うに、輝度の積算値が所定の値に達しており、かつユー
ザから入力が一定期間ない場合など、例えば緑の色の積
算値が少ない場合、表示画像全体を緑にする。また、表
示色の切替えは、画素を構成する各色に対応する光学素
子の輝度比率を徐々に変化させることによってなされて
もよい。
【００２０】また、実際の表示画像の表示に必要される
表示エリアを表示装置において表示可能な有効表示エリ
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アより小さく設定し、表示変更部は、表示エリアを有効
表示エリア内でシフトさせてもよい。例えば、表示画面
の画素の構成が縦横１０５×１０５画素である場合、実
際に表示する表示エリアは縦横１００×１００画素と
し、縦横５画素分シフト可能エリアとする。
【００２１】光学素子はドットに対応し、画素は複数の
色のドットから構成されており、表示変更部は、１ドッ
ト単位で表示画像をシフトし、本来１画素を構成する光
学素子の組み合わせを変えてもよい。上述のように一般
に、カラー表示装置において、１画素は、ＲＧＢの３色
のドットで構成されている。従って、表示画像は、１画
素単位でシフトしてもよいし、１ドット単位でシフトし
てもよい。
【００２２】また、表示変更部は、シフトされる表示画
像が文字列を含んで構成される場合、本来文字同士が接
触した形で表示されることを避けるために設けられてい
る余白領域を文字列に含まれる任意の文字のシフト可能
範囲としてもよい。一般に、フォントはもともと表示領
域の一方のラインは隣のフォントと接触しないように利
用せず余白領域となっている。例えば縦横１６×１６画
素のフォントの場合、実際には縦横１５×１５画素しか
利用されていないので、利用されていない縦横それぞれ
１画素ラインもフォントの表示領域として利用されても
よい。
【００２３】また、表示変更部は、シフトされる表示画
像が文字列を含んで構成される場合、ユーザがその文字
列を見る際に表示画像を可読性に影響の少ない方向にシ
フトしてもよい。例えば、携帯電話の表示画面で電子メ
ールを見る際に、文字列を水平方向にスクロールさせ
る。
【００２４】また、表示変更部は、所定期間ユーザから
入力がない場合、表示画像をスクロールしてもよいし、
表示画像をモザイク処理し表示してもよい。また、モザ
イク処理により生成されるブロックの大きさは時間の経
過とともに変化してもよい。
【００２５】表示変更部は、壁紙として機能する背景画
像を新たに設定する際に光学素子の劣化の程度に応じて
壁紙を設定してもよい。ここで「壁紙を設定する」と
は、新たな壁紙を選択して背景画像として設定する場合
と、従来の壁紙の色を変更し背景画像として設定する場
合の両方をいう。
【００２６】つまり、光学素子の推定される劣化の程度
に応じて壁紙の色を変えたり、さらには、赤色の輝度低
下が大きいと推定される場合、緑や青色が多く使用され
ている画像を壁紙とすることで、各色の輝度の低下が平
均化される。また、選択した壁紙のホワイトバランスを
調整して、ＲＧＢの各色に対応する光学素子の劣化が均
一になるように、壁紙の色調を変更して表示させる。特
に有機ＥＬディスプレイでは、各色のＯＬＥＤの劣化の
進行度合いが異なるため、このような設定は非常に有効
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7
である。
【００２７】本発明の別の態様は、表示方法に関する。
この方法は、光学素子を備える表示装置において、光学
素子に設定された輝度情報を蓄積する工程と、蓄積され
た輝度情報に基づき、各光学素子の劣化の推定量が平均
化されるよう表示装置に表示される表示画像を変更する
工程とを含む。
【００２８】本発明のさらに別の態様も表示方法に関す
る。この方法は、光学素子を備える表示装置において、
各光学素子の劣化の推定量が平均化されるよう表示装置
に表示される表示画像を、それ自身の内容の大略を残し
つつ変更する工程とを含む。
【００２９】なお、以上の構成要素の任意の組合せや組
み替え、本発明を方法、コンピュータプログラムなどと
表現したものもまた、本発明の態様として有効である。
【００３０】
【発明の実施の形態】（前提技術）本発明の説明に先だ
って、本発明の前提技術となる有機ＥＬディスプレイの
構成について説明する。図１は、有機ＥＬ表示装置１０
の基本構成を示すブロック図である。有機ＥＬ表示装置
１０は映像ソース入力部２０と、有機ＥＬ駆動回路３０
と、有機ＥＬパネル６０から構成されている。
【００３１】有機ＥＬ駆動回路３０は映像ソース入力部
２０から入力されたデジタル映像信号に対し各種処理を
施す映像調整部３２と、それら処理を施す際に計算を行
うＭＰＵ（Micro Processing Unit）３４と、処理が施
された映像信号をアナログ信号に変換するＤＡＣ（Digi
tal to Analog Converter）部４２とを備え、ここでは
図示しないが他に各種タイミング制御信号を生成する制
御信号生成部や実際の処理を行う際のテーブルとして機
能するメモリを備える。
【００３２】映像調整部３２は明るさを調整するオフセ
ット調整や、コントラストを調整するゲイン調整や、γ
補正されている入力映像信号を、当該有機ＥＬパネルの
電圧－発光輝度（Ｖ－Ｔ）特性に合わせる調整を行う。
【００３３】以上の構成による動作を簡単に説明する。
映像ソース入力部２０からＲＧＢの３種類のＲ、Ｇ、Ｂ
デジタル信号Ｒ＿ｉｎ、Ｇ＿ｉｎ、Ｂ＿ｉｎが映像調整
部３２に入力され、映像調整部３２でオフセット調整や
ゲイン調整などの映像調整が行われ、ＤＡＣ部４２でデ
ジタル信号が３種類のＲ、Ｇ、Ｂアナログ信号Ｒ＿ｏｕ
ｔ、Ｇ＿ｏｕｔ、Ｂ＿ｏｕｔとして有機ＥＬパネル６０
に出力される。
【００３４】これらの構成は、ハードウェア的には、任
意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬＳＩで
実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされた情
報授受機能のあるプログラムなどによって実現できる
が、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロ
ックを描いている。したがって、これらの機能ブロック
がハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またそれらの
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組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業
者にとって理解できるところである。以上の前提技術を
もとに実施の形態を以下に説明する。
【００３５】（実施の形態１）実施の形態１では、表示
画面の各ドットを構成するＯＬＥＤに設定される輝度を
モニタし、その積算値が所定の条件となったとき表示画
像の一部または全体をシフトし、各ドットに対応するＯ
ＬＥＤに設定される輝度を平均化することで、ＯＬＥＤ
の劣化を平均化するものである。
【００３６】表示画像をシフトするときの、積算値の条
件として、例えば①一定期間における輝度の積算値が所
定の値を超えたとき、②隣接する画素どうしの輝度の差
の積算値の絶対値が所定の値を超えたとき、③偶数列と
奇数列の輝度の積算値を比較して、その積算値の差が所
定の値を超えたときなどが想定できる。
【００３７】図２は、縦横９×９画素のある表示エリア
に「０」という文字が表示されており、それが右および
下方向にそれぞれ１画素シフトした状態を示している。
黒塗りで示されている文字がシフト前の文字であり、斜
線で示されている文字がシフト後の文字である。
【００３８】図３は、表示画像が１ドット単位でシフト
した例を示している。図３（ａ）は、シフト前の初期状
態を、図３（ｂ）は１ドット右にシフトした状態を、さ
らに図３（ｃ）は２ドット右にシフトした状態を示して
いる。初期状態では、画素を構成するドットの色の組合
せは左からＲＧＢの順であるが、例えば１ドット右にシ
フトした状態では、組合せは左からＧＢＲの順となる。
【００３９】図４は、表示画像を表示可能な有効表示エ
リアＡ１に対し、実際に表示される表示エリアＡ２を小
さく設定している状態を示している。例えば表示エリア
Ａ２が縦横１００×１００画素から構成されている場
合、有効表示エリアＡ１を縦横１０５×１０５画素で構
成し、表示エリアＡ２は縦横に各５画素ずつシフト可能
な領域を持ち、この範囲で表示画像全体がシフトする。
【００４０】図５は、「ア」という文字が縦横８×８画
素の領域に表示されている状態を示している。この領域
の一番上の行と一番右の列の画素は、隣接する文字と接
しないように余白領域として設定されている。この領域
も文字をシフトする際の表示領域として利用される。複
数の文字で文字列が構成されている場合、文字によって
は、例えば１画素上にシフトしたり、右にシフトした
り、全くシフトしなかったりする。これにより表示品位
を大きく損ねることなく、焼き付きを低減することがで
きる。
【００４１】上述の表示画像のシフトは、所定の周期で
なされてもよいが、ユーザが表示装置を操作していない
ときや表示画面が大きく変わるときに、表示画像をシフ
トすることでそのシフトをユーザに意識させないことが
できる。
【００４２】このシフトするタイミングとして、①表示
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9
装置のオンオフのときに、②表示装置が折畳式携帯電話
のような開閉式の表示装置の場合、その開閉のとき、さ
らには、③アプリケーションの切り替えのとき、④ユー
ザからの操作が一定期間ないときなどが想定できる。
【００４３】図６は、本実施の形態の有機ＥＬ表示装置
１００の構成図を示す。基本構成は、図１の従来例で示
した構成と同じであるので、特に本実施の形態に特徴的
な構成を説明する。
【００４４】有機ＥＬ駆動回路３０は、ＯＬＥＤに設定
される輝度を取得し保持する輝度積算部５２と、表示画
像をシフトする上述の積算輝度に関する条件とどのよう
にシフトするかを保持するルックアップテーブル５４
と、上述のシフトするタイミングを保持するシフト条件
テーブル５６を備え、また映像調整部３２は、表示画像
のシフトさせて表示するための処理を行う画像シフト部
５０を含む。また、有機ＥＬ表示装置１００は、表示画
像をシフトするタイミングを検出するモード切替検出部
７０を含む。
【００４５】輝度積算部５２は各ドットを構成するＯＬ
ＥＤごとに、それに設定される輝度を積算しその積算値
を保持する。映像ソース入力部２０は、輝度積算部５２
に保持される積算輝度を参照して、実施の形態２～４で
示す表示画像のモザイク処理や色調変換を行う映像変換
部５８を含む。
【００４６】以上の構成による、表示画像のシフトに関
する動作を説明する。モード切替検出部７０が、アプリ
ケーションの切り替えなど表示画像をシフトすべきタイ
ミングを検出し、有機ＥＬ駆動回路３０にそれを伝え
る。つづいて、ＭＰＵ３４はシフト条件テーブル５６を
参照し、シフトすべきタイミングである場合、さらに輝
度積算部５２に保持されている積算輝度とルックアップ
テーブル５４を参照し積算輝度が所定の条件となってい
れば、画像シフト部５０に対して表示画像をシフトする
ように指示する。
【００４７】以上、実施の形態１によれば、ＯＬＥＤに
設定される輝度の積算値に応じて表示画像をシフトする
ことで、特定のＯＬＥＤの劣化を防ぐことができ、表示
画面の焼き付きを防止できる。また、表示画面全体のＯ
ＬＥＤの劣化の程度を平均化でき、輝度のムラの発生を
低減できる。
【００４８】（実施の形態２）実施の形態１では、所定
の条件の下で表示画像は１ドット単位や１画素単位でシ
フトされた。実施の形態２では、ユーザからの操作終了
後、所定の時間経過した場合、表示されている画像の一
部を水平方向または垂直方向にスクロールさせたり、モ
ザイク処理を施す。
【００４９】図７（ａ）は、初期状態の表示画像を示し
ており白抜きの丸と黒塗りの三角の画像が表示されてい
る。図７（ｂ）は、丸と三角の二つの画像が水平方向に
スクロールした状態を、図７（ｃ）は垂直方向にスクロ
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ールした状態を示している。
【００５０】例えば、図７（ｂ）の丸の図形がスクロー
ルする領域Ａ３では、ＯＬＥＤの劣化はほぼ等しくな
る。従って、水平方向と垂直方向のスクロールを組み合
わせることで、表示画面全体の平均発光輝度を等しくす
ることができる。
【００５１】図８は、表示画像が、モザイク処理をなさ
れた状態を示している。この処理も、ユーザからの操作
終了後、所定の時間経過したときになされる。図８
（ａ）は、初期状態の表示画像を示しており、図８
（ｂ）は、モザイク処理がなされた状態を示している。
さらに、時間の経過とともにモザイク処理により生成さ
れるブロックの大きさを変えることで、表示画面の焼き
付きを低減できる。
【００５２】上述のスクロール処理およびモザイク処理
は、実施の形態１の図５に示した装置の構成で実現可能
である。以上、実施の形態２によれば、実施の形態１と
同様の効果が得られる。
【００５３】（実施の形態３）実施の形態１および２で
は、表示画像をシフトすることでＯＬＥＤの劣化の平均
化や焼き付きの低減を図った。実施の形態３では、各ド
ットに対応するＯＬＥＤに設定する信号を補正し、さら
には表示画像の色調を調整することで、ＲＧＢの各色の
ＯＬＥＤの劣化の程度を平均化する。
【００５４】色調を調整する場合、単一の画素のみに着
目して補正を行ってもよいし、また、例えば表示画像を
縦横３×３画素ごとのブロックに分割し、そのブロック
の中でバランスが取れるように補正する。また、そのブ
ロックを時間の経過に従って変化させてもよい。
【００５５】また、補正前と補正後の表示画像の色調が
大きく変わってしまう場合には、補正量を調整し、色調
が大きく変わらないようにしてもよい。例えば、ＲＧＢ
の輝度比率がそれぞれ５０％で白く光っている場合、例
えば、Ｒの輝度比率を４９％とし、ＧやＢの輝度比率を
５１％で光らせるという補正がなされる。
【００５６】図９は、一定のタイミングで表示色を変化
させ、時間的なＲＧＢ各色の発光輝度を平均化させてい
る模式図である。上段は、発光している色を示してお
り、下段は信号振幅を示している。これは、１画素単位
で行われてもよいし、表示画面全体に対して行われても
よい。
【００５７】図９（ａ）は、ＲＧＢの３色のうちＲだけ
を表示した状態を示しており、ＯＬＥＤに設定される信
号振幅は、Ｒ以外は０となっている。この状態から一定
期間経過後、例えば図９（ｂ）に示すように、Ｇのみ発
光させる。ここでは、ＲＧＢを個別に発光させている
が、これに限る趣旨ではなく混色発光させてもよい。
【００５８】また、発光させる色を変化させるときに、
図１０に示すようにＲＧＢの輝度比率を徐々に変化させ
てもよい。最初は図１０（ａ）のようにＲのみが発光し
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ており、つづいて図１０（ｂ）に示すようにＲの信号振
幅が小さくなるとともにＧも発光する。さらに時間の経
過とともに、図１０（ｃ）に示すようにＲＧＢの３色が
同じ信号振幅で発光する。
【００５９】上述の処理を実現するための装置の構成
は、実施の形態１の図６に示した構成により実現可能で
ある。ただし、本実施の形態では、表示画像をシフトす
ることはないので、画像シフト部５０は不要となる。
【００６０】図１１は、上述の色調変換の処理の手順を
示すフローチャートである。ユーザの操作終了から一定
時間経過後（Ｓ１０のＹ）、または、一定時間経過して
いない場合（Ｓ１０のＮ）は、モード切替えがあった場
合（Ｓ１２のＹ）、表示画面を構成するＯＬＥＤに設定
された輝度の積算値を取得する（Ｓ１４）。モード切替
えがない場合（Ｓ１２のＮ）、Ｓ１０の処理へ戻る。
【００６１】つづいて、ＲＧＢに対応するＯＬＥＤの劣
化の程度を考慮する場合（Ｓ１６のＹ）、所定の劣化率
を乗算し積算値を補正する（Ｓ１８）。劣化率を考慮し
ない場合（Ｓ１６のＮ）と、Ｓ１８のステップにおいて
補正がなされた後、輝度の積算結果を反転させ（Ｓ２
０）、積算値を表示画面で平坦化するような信号を出力
し（Ｓ２２）、設定された輝度に応じて反転された積算
結果から減算し（Ｓ２４）、輝度の積算値を更新する
（Ｓ２６）。更新した積算値が表示画面で平坦になれば
（Ｓ２８のＹ）、この色調変換処理は終了し、平坦でな
ければ（Ｓ２８のＮ）、Ｓ１４からＳ２６のステップを
繰り返す。
【００６２】Ｓ２０とＳ２４のステップにおいて、積算
値を反転させて、設定された輝度の減じたが、これに限
らず、積算値の最大値を求め、設定された輝度を加算し
て積算値が平坦になるように処理がなされてもよい。
【００６３】図１２は、ＯＬＥＤに設定された輝度の積
算値に応じて、表示画像の補整を行う手順を示したフロ
ーチャートである。まず、輝度の積算値を取得し（Ｓ５
０）、ＲＧＢに対応するＯＬＥＤの劣化の程度を考慮す
る場合（Ｓ５２のＹ）、所定の劣化率を乗算し積算値を
補正する（Ｓ５４）。
【００６４】劣化率を考慮しない場合（Ｓ５２のＮ）
と、Ｓ５４のステップにおいて補正がなされた後、積算
値が表示画面で平坦かどうか確認し、平坦であれば（Ｓ
５６のＹ）入力された信号をそのまま出力し（Ｓ６
２）、平坦でない場合（Ｓ５６のＮ）、輝度ムラが発生
しないように、各ＯＬＥＤに設定される輝度のゲインを
調整し（Ｓ５８）、補正された信号を出力する（Ｓ６
０）。
【００６５】Ｓ６０またはＳ６２のステップで信号が出
力された後に、設定された輝度を反映させ積算値を更新
する（Ｓ６４）。つづいて、この補正処理を継続する場
合、（Ｓ６６のＹ）、Ｓ５０からＳ６４のステップを繰
り返し、継続しない場合（Ｓ６６のＮ）、補正処理を終
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了する。
【００６６】Ｓ５８のステップにおいて信号を補正する
際に、信号を乗算することでゲインの調整を行ったが、
これに限らず、信号の加算や減算の処理を行ってもよ
い。以上、実施の形態３によれば、実施の形態１、２と
同様の効果が得られるとともに、輝度のムラを考慮した
表示画像の補正が可能となる。
【００６７】（実施の形態４）本実施の形態では、壁紙
として機能する背景画像を新たに設定するときに表示画
面の各ドットのＯＬＥＤの劣化の程度に応じて、壁紙の
色調変換を行う。この色調変換は、ＯＬＥＤの劣化によ
る輝度ムラを解消するためになされてもよいし、ＯＬＥ
Ｄの劣化の程度を平均化するためになされてもよい。例
えば、表示画面全体で、ＲのＯＬＥＤの劣化の程度が大
きいと推定される場合、ほかのＧやＢの色の比率を上げ
て壁紙を設定する。
【００６８】本実施の形態を実現する装置も、実施の形
態１の図６に示した有機ＥＬ表示装置１００で実現可能
である。以上、実施の形態４によれば、実施の形態３と
同様の効果が得られる。
【００６９】以上、本発明を実施の形態をもとに説明し
た。この実施の形態は例示であり、それら各構成要素や
各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこ
と、またそうした変形例も本発明の範囲であることは当
業者に理解されるところである。そうした変形例を挙げ
る。
【００７０】実施の形態では、表示画像のシフトを行う
画像シフト部５０を映像調整部３２に設けて行ったが、
これに限らず、映像ソース入力部２０に設けて有機ＥＬ
駆動回路３０に入力される表示画像を変更してもよい。
【００７１】実施の形態では、表示画像をシフトする際
の、輝度の積算値の条件を上述の３種類としたが、これ
に限る趣旨ではない。例えば、その時点まで偶数と奇数
の列の光学素子に設定された輝度の差分を積算する。次
に表示しようとしている画像の偶数と奇数の列のＯＬＥ
Ｄに設定される輝度の差分を積算する。ここで、それぞ
れ積算結果を正負で判断してＯＬＥＤの劣化が均一とな
るように表示画像を変更する。また、その時点まで偶数
と奇数の列のＯＬＥＤに設定された輝度を積算する。次
に表示しようとしている画像の偶数と奇数の列のＯＬＥ
Ｄに設定される輝度を積算する。その後、それぞれ積算
結果を大小で判断してＯＬＥＤの劣化が均一となるよう
に表示画像を変更する。ここで、偶数列と奇数列のＯＬ
ＥＤに設定される輝度を比較したが、偶数行と奇数行の
ＯＬＥＤに設定される輝度を比較してもよい。
【００７２】
【発明の効果】表示装置の表示品位の悪化を抑制でき
る。特に、一画面における輝度のムラや、ホワイトバラ
ンスのずれを改善できる。また、別の観点では、画面の
焼き付きを防止できる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】  有機ＥＬ表示装置の基本構成図である。
【図２】  文字がシフトされて表示された状態を示した
図である。
【図３】  画像のシフトの方法とシフトされたときの画
素を構成するドットの変化を示した図である。
【図４】  表示エリアと有効表示エリアの関係を示した
図である。
【図５】  １フォントの表示領域を示した図である。
【図６】  実施の形態に係る有機ＥＬ表示装置の構成図
である。
【図７】  表示画像をスクロールさせた状態を示した図
である。
【図８】  表示画像をモザイク処理した状態を示した図
である。 *
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*【図９】  一定タイミングで表示画像の表示色を変化さ
せた状態を示した図である。
【図１０】  表示画像の表示色を変化させる際にＲＧＢ
の輝度比率を徐々に変化させる状態を示した図である。
【図１１】  ＯＬＥＤの劣化の程度を平均化するために
表示色を変更する手順を示したフローチャートである。
【図１２】  ＯＬＥＤの劣化の程度に応じて表示画像に
対して補正を行う際の処理手順を示したフローチャート
である。
【符号の説明】
２０  映像ソース入力部、  ３０  有機ＥＬ駆動回路、
  ３２  映像調整部、５０  画像シフト部、  ５２  輝
度積算部、  ５４  ルックアップテーブル、５６  シフ
ト条件テーブル、  ５８  映像変換部、７０  モード切
替検出部、１００  有機ＥＬ表示装置。

【図１】 【図７】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】

【図８】
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【図６】 【図９】

【図１２】
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【図１０】 【図１１】
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